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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を含む。） 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条

に規定する行政機関の休日）を除く、午前 9 時から午後 6 時（電子入札の場合）。又は、午前９時 15 分から午後

６時（紙入札の場合（下記４．の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、

電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。 

 

令和８年１月 14 日 

   支出負担行為担当官 

   東北地方整備局長 西村 拓 

 

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04 

 

１．概要 

  品目分類番号 41 

  案 件 名 国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設計業務及び 

国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事（電子入札対象案件及び電子契約対象案件） 

  工事場所 山形県鶴岡市鼠ヶ関～鶴岡市早田 地内 

  内  容 １) 国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設計業務（以下「本設計業務」とい 

う。） 

(a) 本設計業務における「主たる部分」は、土木設計業務等共通仕様書第 1128 条第１項

に示す他に次のとおりとする。 

設計延長      L=992ｍ 

トンネル設計    １式 

(b) 予定工期 契約締結日の翌日から令和８年１２月１６日まで 

(c) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

２) 国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事（以下「本建設工事」という。） 

(a) 工事内容 

            鼠ヶ関トンネル：NATM 施工延長 L=1,005ｍ 

掘削・支保工 L=430.2m、覆工コンクリート・防水工 L=990.9ｍ、 

            インバート工 L=715.0ｍ、坑内付帯工 １式、坑門工 １式、掘削補助工 １式、 

            トンネル仮設備工 1 式、道路土工 １式、石・ブロック積工 １式、 

排水構造物工 １式 

(b) 予定工期 契約締結日の翌日から令和１１年２月２０日まで 

  使用する主要な資機材 コンクリート V=19,300m3（覆工、インバート、坑門） 

鋼材（鉄筋、H 支保工）W=1,396ｔ（掘削支保ｱｰﾁ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ、 

                覆工鉄筋、ｲﾝﾊﾞｰﾄ鉄筋、坑門鉄筋） 

  実施形態 

①  本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第 18 条に規定する「技術提案の審査及び価格等

の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。) の設計交渉・施工タイプの対象工事であ

り、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間
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で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を

締結する工事である。 

上記の取組みの詳細については、国土交通省ホームページアドレス 

thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/guideline/index.html 

「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン（令和７年２月）」に記載して

いるとおりである。 

②  本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選

定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、

以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。 

③  本建設工事に先立って実施する設計業務の規模は、２，０００万円程度（税込み）を想定している。

また、本建設工事の規模は、５０億円程度（税込み）を想定している。 

④  本建設工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。 

⑤  本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資

材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 

⑥  本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後 VE 方式の試行工事である。 

⑦  本建設工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専   

任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事である。 

⑧  本建設工事は、トンネルの長期保証を規定した試行工事である。指定した指標に適合するように、覆

工コンクリートの一般的な材料及び工法を使用し、材料の選定、施工方法、施工管理等をより適切に行

うことにより、覆工コンクリートの耐久性の向上を図るものである。 

⑨  本建設工事は、「表層目視判定」、「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリ

ート構造物品質確保対策の試行工事である（なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり

共通仕様書に基づくものである。）。 

⑩  本建設工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額 

相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更

時点で設計変更する試行工事である。 

⑪   本建設工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計

変更を実施する試行工事である。 

⑫ 本建設工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査（臨時調査）及び見積徴収結果に基づく、

資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。 

⑬  本建設工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が

近接した場所（相互の間隔が 10km 程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者

がこれらの工事を管理することができるものとする。 

⑭  本建設工事は、BIM/CIM 活用工事（発注者指定型）の対象工事である。 

⑮  本建設工事は、週休２日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休２日（土日）（Ⅰ型）

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/guideline/index.html
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を実施する試行工事である。 

⑯  本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。 

⑰ 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。 

⑱ 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する 

「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 

⑲ 本建設工事は、建設業法第 26 条第３項第２号の規定の適用を受ける専任特例２号の配置は認めない。 

⑳ 本建設工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行対象工事である。 

㉑ 本設計業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 

㉒ 本建設工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適 

正性チェックを実施する試行工事である。 

㉓ 本案件は、令和８年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とするものであり、

予算成立の事情により本案件の設計業務の優先交渉権者選定通知の日、建設工事の価格交渉、建設工事

の優先交渉権者特定通知の日を変更する場合や取りやめる場合がある。 

     また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計

上がされていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分の

みの契約とする。 

㉔ 上記⑩、⑪、⑭～⑮、⑰については、変更する場合がある。その取扱いは、本建設工事の工事価格等

の交渉時に提示する。 

  本案件は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システム

によりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。 

  本案件は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。な

お、電子契約システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることが

できるものとする。 

 

２．競争参加資格 

次の(1)から(14)までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって

「競争参加者の資格に関する公示」（令和８年１月 14 日付け東北地方整備局長）に示すところにより東北地方整

備局長（以下「局長」という。）から国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設計業務及び国道７号

鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている

者、又は次の(1)から(14)までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体（甲型）であること。 

なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。 

  予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であるこ

と。 

  東北地方整備局（港湾空港関係を除く）における一般土木工事に係る令和７・８年度一般競争参加資

格の認定を受けていること（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長

（以下「局長」という。）が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

   東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項（共通事項）

について算定した点数（経営事項評価点数）が、1,200 点以上であること（上記(2)の再認定を受けた者

にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が 1,200 点以上であること。）。 

   本設計業務の契約締結までに、東北地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和７・８年度一般

競争（指名競争）参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること（会社

更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続き開始の決定後、局長が別に定める手続きに基づき一般競争(指名競
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争)参加資格の認定を受けていること。） 

  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

  平成 22 年 4 月 1 日以降に、発注者から直接請け負った者（以下「元請け」という。）として完成・引

渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての施工実

績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資

比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。）。 

     特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が下記①の実績を有すること。各構成員が下記①、又は

下記①(a)及び(c)の要件を満たす実績を有すること。 

経常建設共同企業体（甲型）にあっては、代表者を含む構成員の何れかが、下記①の実績を有するこ

と。 

① NATM によるトンネル工事で、次の(a)から(c)の要件を満たす施工実績。 

(a) トンネル内空断面積（代表値の覆工後の内空面積）８０m2 以上であること。 

(b) トンネル施工延長が３００ｍ以上であること。 

(c) 施工実績が適切なものであること。 

ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。 

施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。 

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けてい

ないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。 

また、上記(a)及び(b)の施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄

総合事務局開発建設部の発注した工事（いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官

房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。）

である場合は、工事成績評定点が 65 点未満のものではないこと。 

ただし、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「確認

資料」という。）の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する

場合は、上記(c)「施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受

けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。 

  次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術

者と照査技術者をいう。ただし、管理技術者と照査技術者は兼務することはできない。 

① 下記のいずれかの資格を有する者であること。 

(ｱ) 技術士（技術士法による登録を行っている者） 

・総合技術監理部門（建設） 

・建設部門（トンネル） 

(ｲ) 国土交通省登録技術者資格（下記の区分に該当する資格） 

・施設分野：トンネル 

・業  務：計画・調査・設計 

国土交通省登録技術者資格は、国土交通省ホームページで公開する。 

国土交通省ホームページアドレス 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html 

(ｳ) その他の資格 

・土木学会認定土木技術者 

 特別上級土木技術者資格（地盤・基礎） 

 上級土木技術者資格（地盤・基礎） 

 １級土木技術者資格（地盤・基礎） 
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  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本建設工事に配置できること。専任の要否は関

係法令による。 

なお、本設計業務の履行期間については、本建設工事における主任技術者または監理技術者の専任は

要しないこととし、専任を要する時期は、本建設工事の工事着手日（令和９年２月上旬）から予定して

いる。 

① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 

②  平成 22 年 4 月 1 日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ｱ)の要件を満たす工事の施

工経験を有する者であること。 

甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が

以下のいずれかに該当するものに限る。 

・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が 20%以上であること。 

・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。 

(ｱ) 1)工事規模 

ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の工事規模の技術者として従事した経験を有する

こと。 

(a) トンネル内空断面積（代表値の覆工後の内空面積）８０m2 以上であること。 

(b) トンネル施工延長が３００ｍ以上であること。 

(c) 施工経験が適切なものであること。 

ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削及び覆

工を実施する区間の延長であること。 

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受

けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。 

また、上記(a)及び(b)の施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内

閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が 65 点未満のものでは

ないこと。 

ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事

の施工経験を提出する場合は、上記(c)「施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに

工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。 

     2)従事期間 

上記 1)の工事に従事した期間が、工事の全工期（準備・後片付け期間は除く）の１／２以上、ま

たは、３６５日以上に従事していること。 

(ｲ) 専任補助者を配置する場合の(ｱ)に代わる施工経験（代要件） 

専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ｱ)に

代わる施工経験（代要件）は、工事種別が上記２．(2)に示す｢一般土木工事｣とする。 

③  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証（監理技術者講習修了履歴）

を有する者であること。 

④  主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有す

る者も要件を満たすものとする。 

⑤  単体企業にあっては、上記①及び②の要件を満たしている主任技術者又は監理技術者を配置できるこ

と。 

特定建設工事共同企業体にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置でき

ることとし、代表者の技術者が上記①及び②の要件を満たしていること。各構成員の技術者が上記①及

び②、又は上記①並びに②(ｱ)1)(a)及び(c)の要件を満たしていること。 

経常建設共同企業体（甲型）にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置
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できることとし、うち 1 人が上記①及び②の要件を満たしていること。 

なお、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。 

  申請書及び確認資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、局長から工事請負

契約に係る指名停止等の措置要領（昭和 59 年建設省厚第 91 号）に基づく指名停止又は局長から地方支

分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けていないこと。 

  技術提案にあたっては、建設工事の設計図書及び図面等を参考として、適切な提案を立案し、その内

容を示した資料「（別記様式４）技術提案書」を提出すること。なお、資料の記載内容が適正でない（未

記載を含む。）場合は非選定とする。 

  本案件に特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体（甲型）として申請書及び資料を提出した

場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。（事業協同組合についても同

様とする。） 

  上記１．に示した本建設工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは

人事面において関連がある建設業者でないこと。 

  入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省

発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

  経常建設共同企業体（甲型）にあっては、全ての構成員が、(1)及び(9)の要件を満たしていること。 

 

３．優先交渉権者に関する事項 

 評価項目 

本案件は、評価項目毎に評価を行い、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する方式である。 

1)技術提案に関する評価 

指定テーマ①：設計業務に関する提案 

指定テーマ②：主たる事業課題に対する提案能力 

指定テーマ③：主たる事業課題に対する提案能力 

2)賃上げの実施に関する評価 

3)ワーク・ライフ・バランスの推進制度の認定に関する評価 

 優先交渉権者の選定 

合計点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。 

 合計点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 

合計点が最も高い者が複数いる場合は、下記１)から 3)までの順で優先交渉権者を選定するものとする。 

 １) 技術提案指定テーマ②の点数が高い者 

 ２) 技術提案指定テーマ③の点数が高い者 

 ３) 東北地方整備局における一般土木工事の有資格者名簿の上位者 

 なお、3)について共同企業体の場合は、代表者の順位とする。 

 

４．入札手続き等 

 担当部局 

〒980-8602 宮城県仙台市青葉区本町３丁目３番１号 仙台合同庁舎Ｂ棟 

国土交通省 東北地方整備局 総務部契約課 契約第一係 

電話 ０２２－２２５－２１７１(代) 内線 ２５２６ 

 説明書の交付期間及び方法 

説明書を電子入札システムにより交付する（電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文

書一覧」欄から、ダウンロードすること。）。 
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 交付期間は、別表１．①に示す期間。 

 ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)の担当部

局へその旨申し出ること。 

 申請書、確認資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法 

申請書及び確認資料は、別表１．②に示す期間までに、技術提案書は、別表１．③に示す期日までに、

電子入札システムにより提出すること。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得た場合は上記(1)に持参、

郵送（書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期限

必着。以下同様）により提出することもできる。 

 

５．その他 

(1)  手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約保証金 

① 設計業務 免除 

② 建設工事 納付（保管金の取扱店 日本銀行青葉通代理店（七十七銀行本店））。 

ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店）又は金融機関若しくは保証事業会

社の保証（取扱官庁 東北地方整備局）をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事

履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

(3) 配置予定技術者の確認  優先交渉権者選定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情

報システム（CORINS）」(以下、「CORINS」という。)等により配置技術者の専任制違反の事実が確認された

場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申

請書、確認資料及び技術提案の差し替えは認められない。 

(4) 契約後の技術提案  契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させる

ことなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、提案すること

ができる。提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金

額の変更を行うものとする。なお、入札時の VE 提案の範囲となっている提案事項については、契約締結後の

技術提案の対象外とする。 

(5) 契約書作成の要否  要。 

(6) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結

する予定の有無  無。 

(7) 関連情報を入手するための照会窓口  上記４．(1)に同じ。 

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  上記２．(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受け

ていない者も上記４．(3)により申請書、確認資料及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加す

るためには、優先交渉権者選定通知日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けて

いなければならない。 

(9) 本公示における内容の詳細については、説明書による。 

 

６．Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Taku Nishimura Director General of Tohoku  

Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,Transport and Tourism 

(2) Classification of the services to be procured : 41 

(3) Design work related to the construction of the Nezugaseki Tunnel (Wasada area) on Route 7 - Construction 

work of the Nezugaseki Tunnel (Wasada area) on Route 7 

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification by 

electronic bidding system : 0:00 P.M. 28 January 2026 
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(5) Contact point for tender documentation : Contract Division, Tohoku Regional Development Bureau, Ministry 

of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 3-3-1 HonchoAoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, 980-8602 

Japan TEL 022-225-2171 ex.2526 
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別表１．本手続きに係る期間等 

 申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条

に規定する行政機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子申請の場合）。又は、午前９時１５分から午

後６時（紙申請の場合（上記７．の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、

電子・紙申請ともに下記のとおりとする。 

① 説明書の交付期間 公示の日から令和８年３月 31 日（火）正午まで 

② 申請書及び確認資料の提出期限 令和８年１月 28 日（水）正午まで 

③ 技術提案書の提出期限 令和８年３月 31 日（火）正午まで 

④ 優先交渉権者選定通知 令和８年 7 月 7 日（火） 

⑤   技術提案書の評価に対する問合せ期限 令和８年 7 月 16 日（木）午後３時まで 
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競争参加者の資格に関する公示

国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設計業務及び国道７号鼠ヶ関トンネル（早田

地区）工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格（以下「特定建設工事共同企

業体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。

令和８年１月14日

東北地方整備局長 西村 拓

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04

１ 案件名 国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設計業務及び国道７号鼠ヶ関ト

ンネル（早田地区）工事（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）

２ 工事場所 山形県鶴岡市鼠ヶ関～鶴岡市早田 地内

３ 内 容 １）国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設計業務（以下「本設計業

務」という。）

（a）本設計業務における「主たる部分」は、土木設計業務等共通仕様書第1128条

第１項に示す他に次のとおりとする。

設計延長 L=992m

トンネル工設計 １式

（b）予定工期 契約締結日の翌日から令和８年12月16日まで

２）国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事（以下「本建設工事」という。）

（a）工事内容

鼠ヶ関トンネル：NATM 施工延長L=1,005m

掘削・支保工 L=430.2m、覆工コンクリート・防水工 L=990.9m

インバート工 L=715.0m、坑内付帯工 １式、坑門工 １式

掘削補助工法 １式、トンネル仮設備工 １式、道路土工 １式、

石・ブロック積工 １式、排水構造物工 １式

（b）予定工期 契約締結日の翌日から令和11年２月20日まで

４ 申請の時期 令和８年１月14日から令和８年１月28日まで（土曜日、日曜日、休日を除く。）。

なお、申請期限の日の翌日以降（土曜日、日曜日、休日を除く。）も、随時申請を受け付けるが、

本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。

５ 申請の方法

(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書（特定建設工事）｣（以下「申請書」という。）

は、東北地方整備局ホームページ（https://www.thr.mlit.go.jp）へアクセスして入手するも
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のとする。

(2) 申請書の提出方法

申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メールにより提出すること。

① 特定建設工事共同企業体協定書（甲）（下記７(5)の条件を満たすものに限る。）の写し。

② 下記７(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類（当該様式は、

本工事の「入札公告（建設工事）」（令和８年１月14日付け支出負担行為担当官東北地方整

備局長）に示すところにより交付する入札説明書の別記様式２－１、３－１を使用して作成

すること。）。

提出場所 〒980－8602 宮城県仙台市青葉区本町３丁目３番１号 仙台合同庁舎Ｂ棟

東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係

電話022－225－ 2171(代)

メールアドレス thr-82shikakushinsa@mlit.go.jp

(3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。

６ 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査

「競争参加者の資格に関する公示」（令和６年10月１日付け国土交通省大臣官房会計課長、国

土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和６年10月１日付け公示」という。）５（建設

工事）の①から⑤までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件

を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がない

と認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和６年10月１日付け公示６（建

設工事）に掲げる客観的事項（共通事項）の項目及び(2)に掲げる主観的事項（特別事項）の項目

について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。

(1) 特定建設工事共同企業体の構成

特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす３社以内による組み合わせとする。

ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。

① 東北地方整備局における一般土木工事に係る令和７・８年度一般競争参加資格の認定を受

けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競

争参加資格の再認定を受けていること。）。

② 東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項

（共通事項）について算定した点数（経営事項評価点数）が、1,200点以上であること（上記

①の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上である

こと。）。

③ 本設計業務の契約締結までに、東北地方整備局における令和７・８年度一般競争参加資格

のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること（会社更生法に基づき

更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づき

一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（上記①の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
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⑤ 申請書及び確認資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、局長か

ら地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等委に関して指名停止を受けていないこと。

(2) 構成員の技術的要件等

特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものと

する。

① 建設業法（昭和24年法律第100号）の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が５年以

上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認め

られる場合においては、許可を有しての営業年数が５年未満であってもこれを同等として取

り扱うことができるものとする。

② 平成22年４月１日以降に、発注者から直接請負った者（以下「元請け」という。）として

完成・引き渡しが完了した、下記(ｱ)の要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業

体の構成員としての実績は出資比率が20％以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体

の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であ

ること。）。なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び

内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事（いずれも港湾空港関係を除く。）のうち

入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示

す点数未満のものを除く。

代表者が下記(ｱ)の実績を有していること。構成員にあっては下記(ｱ)、又は下記(ｱ)(a)及

び(c)の要件を満たす実績を有すること。

(ｱ) ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の要件を満たす施工実績。

(a) トンネル内空断面積（代表値の覆工後の内空面積）80m2以上であること。

(b) トンネル施工延長が300ｍ以上であること。

(c) 施工実績が適切なものであること。

ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。

施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停

止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。

③ 次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務に配置できること。なお、設計技術者と

は管理技術者と照査技術者をいう。ただし、管理技術者と照査技術者は兼務することはでき

ない。

（ｱ）下記のいずれかの資格を有する者であること。

（ⅰ）技術士（技術士法による登録を行っている者）

・総合技術監理部門（建設）

・建設部門（トンネル）

（ⅱ）国土交通省登録技術者資格（下記の区分に該当する資格）

・施設分野：トンネル

・業 務：計画・調査・設計

国土交通省登録技術者資格は、国土交通省ホームページで公開する。

国土交通省ホームページアドレス

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html
（ⅲ）その他の資格

・土木学会認定土木技術者
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・特別上級土木技術者資格（地盤・基礎）

・上級土木技術者資格（地盤・基礎）

・１級土木技術者資格（地盤・基礎）

④ 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満た

すものとする。専任の要否は関係法令による。

代表者の技術者が下記(ｱ)及び下記(ｲ)の要件を満たしていること。各構成員の技術者は、

下記(ｱ)及び(ｲ)、又は下記(ｱ)並びに(ｲ)(i)(a)及び(c)の要件を満たしていること。

(ｱ) 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。

(ｲ) 平成22年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(i)の要件を満た

す工事の施工経験を有する者であること

甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企

業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。

・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が２０％以上であること。

・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。

(i) １）ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の工事規模の技術者として従事

した経験を有すること。

(a) トンネル内空断面積（代表値の覆工後の内空面積）80m2以上であること。

(b) トンネル施工延長が300ｍ以上であること。

(c) 施工経験が適切なものであること。

ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工経験であること。施工延長については掘削

及び覆工を実施する区間の延長であること。

２）従事期間

上記１）の工事に従事した期間が、工事の全工期（準備・後片付け期間は除く）の１／

２以上、または、３６５日以上に従事していること。

適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停

止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。

なお、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖

縄総合事務局開発建設部の発注した工事（いずれも港湾空港関係を除く。）のうち入札説

明書に示すものに係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点

数未満のものを除く。

⑤ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証（監理技術者講習

修了履歴）を有する者であること。

⑥ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修

了証を有する者も要件を満たすものとする。

(3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の６以上の出資比率であるものとする。

(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者

であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。

(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業

体の事務取扱いについて」（昭和53年11月１日付け建設省計振発第69号）の別添「建設工事共

同企業体の事務取扱いについて（回答）」（昭和53年11月１日付け建設省茨計振第771号）の別

紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書（甲）」によるものとする。

「特定建設工事共同企業体協定書（甲）」の様式は上記６(1)へアクセスして入手するものと
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する。

７ 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い

上記７(1)①の認定（同７(1)①の再認定を含む。以下同じ。）を受けていない者を構成員に含

む特定建設工事共同企業体も同５及び同６により申請をすることができる。この場合において、

特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同７(1)①の認定を受けていない構

成員が同７(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る優先

交渉権者選定通知の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参

加できないことがある。

８ 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。

９ 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日ま

でとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結さ

れる日までとする。

10 その他

(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事にかかる設

計業務及び国道７号鼠ヶ関トンネル（早田地区）工事○○・○○特定建設工事共同企業体」と

する。

(2) 本工事に係る競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知日において、特定建設工事共

同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告（建設工事）」に示すところ

により競争参加資格の確認を受けていなければならない。


